
鳥
取
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・ 　

 

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
の
講
座

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
入
門
講
座

と　

き

7
／
5
（
火
）
19:

00
〜
20:

15

　
　

16
（
土
）
14:

00
〜
15:

15

　
　

29
（
金
）
10:

30
〜
11:

45

内　

容
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
基
本
的
知
識
、
募
集

情
報
紹
介
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
つ
い
て
な
ど

　

助
成
金
ア
ド
バ
イ
ス
講
座

と　

き

7
／
22
（
金
）
19:

00
〜
20:

15

　
　

26
（
火
）
10:

30
〜
11:

45

内　

容

助
成
金
情
報
の
紹
介
な
ど

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
体
験
講
座

　
「
と
り
ぼ
ら
体
験
塾
」

と　

き

7
／
20
（
水
）
13:

30
〜
15:
00

内　

容

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
を

こ
れ
か
ら
始
め
た
い
人
を
対
象

と
し
た
体
験
型
講
座
。
初
回
は

基
本
講
座
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
入
門
お
よ
び
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。

8
月
〜
9
月
に
4
つ
の
体
験
講

座
を
予
定
（
①
福
祉
施
設
で
の

介
護
体
験
、
②
環
境
保
全
活
動

体
験
、
③
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
体
験
、
④
ま
ち
お
こ
し
活
動

体
験
）

所
市
民
活
動
拠
点
ア
ク
テ
ィ
ブ
と
っ
と

り
会
議
室
（
富
安
二
丁
目
１
０
４-

２
さ

ざ
ん
か
会
館
2
階
）　

員
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
・
市
民
活
動
体
験
講
座「
と
り
ぼ
ら
塾
」

の
み
20
人　

料
無
料　

※
要
申
し
込
み

問
鳥
取
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー

 

０
８
５
７-

29-

２
２
２
８

家
族
介
護
教
室

（
鳥
取
・
国
府
・
福
部
地
域
）

所
さ
わ
や
か
会
館
（
第
2
回
の
み
さ
ざ

ん
か
会
館
）　

対
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
家
族
や
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

料

４
５
０
円
（
調
理
実
習
材
料
費
）　

員
各

回
30
人
（
申
し
込
み
順
）　

募
7
月
8
日

（
金
）
ま
で
に
、
以
下
の
問
い
合
わ
せ
先

各
窓
口
に
て
受
け
付
け　

※
電
話
・
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

第
1
回

と
き

7
／
14
（
木
）
13:

30
〜
16:

00

内
容

高
齢
者
が
か
か
り
や
す
い
病
気
と

健
康
管
理
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
の
手
続
き
な
ど

講
師
：
医
師第

2
回

と
き

7
／
21
（
木
）
9:

00
〜
12:

00

内
容

介
護
食
の
講
義
と
調
理
実
習

講
師
：
栄
養
士

第
3
回

と
き

7
／
28
（
木
）
13:

30
〜
16:

00

内
容

介
護
技
術
の
実
技

①
移
乗
・
移
動
時
の
介
護
方
法
②

排
泄
時
の
介
助　

な
ど

口
腔
ケ
ア
・
口
の
体
操

講
師
：
介
護
福
祉
士
、
歯
科
衛
生
士

第
4
回

と
き

8
／
4
（
木
）
13:

30
〜
16:
00

内
容
認
知
症
の
理
解
と
対
応
に
つ
い
て
、

介
護
者
の
腰
痛
・
肩
こ
り
予
防
体
操

講
師
：
家
族
の
会
、
健
康
運
動
指
導
師

全
4
回
（
希
望
の
教
室
の
み
の
参
加
可
）

※
9
月
に
こ
や
ま
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
、
10
月
に
鳥
取
南
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
・
鳥
取
西
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
も
開
催
予
定
で
す
。

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

 

０
８
５
７-

20-

３
４
０
４

国
府
・
福
部
町
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

（

 

14
ペ
ー
ジ
）

新
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

容
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
募
集

条
起
業
を
め
ざ
す
人
で
、
①
1
年
以

内
に
開
業
が
可
能
、
②
前
号
の
事
業
の

実
施
に
伴
い
、
応
募
者
以
外
に
新
た
に

従
業
員
1
人
以
上
雇
用
、
③
飲
食
業
お

よ
び
風
俗
営
業
で
な
い
も
の　

額
最

優
秀
者
に
は
、
奨
励
金
10
万
円
と
創
業

開
業
の
一
部
を
１
０
０
万
円
程
度
助
成

し
ま
す
。　

募
7
月
15
日
（
金
）

17:

00
必
着
で
、
所
定
の
様
式
に
記
入

の
う
え
、
郵
送
ま
た
は
持
参
で
問
い
合

わ
せ
先
ま
で

問
鳥
取
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会  

振
興
部

（
〒
６
８
０-

０
８
４
５
富
安
一
丁
目
９
６
）

 

０
８
５
７-

26-

６
６
７
１

世
界
の
料
理
教
室　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
ベ
ト
ナ
ム
料
理
）

時
7
月
16
日
（
土
）
10:

00
〜
13:

00 
所
国
際
交
流
プ
ラ
ザ
（
湖
山
町
西
一

丁
目
）　

容
講
師
：
チ
ャ
ン 

テ
ィ 

ホ

ン 

ア
ン
さ
ん　

員
10
人　

料
無
料　

※
材
料
費
は
自
己
負
担

問
鳥
取
市
国
際
交
流
プ
ラ
ザ

 

０
８
５
７-

31-

３
２
５
３

鳥
取
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
委
員

容
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
（
保
険

料
、
保
険
給
付
な
ど
）
に
つ
い
て
審
議

▽
任
期
：
委
嘱
の
日
か
ら
2
年
間　

▽

会
議
の
開
催
：
年
3
回
程
度　

条
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
市
内
に
在

住
の
20
歳
以
上
74
歳
以
下
（
平
成
23
年

7
月
1
日
現
在
）
で
、
平
日
開
催
の
会

議
に
出
席
可
能
な
人　

※
た
だ
し
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
は
除
く

員
4
人　

額
報
酬
：
７
０
０
０
円
／

出
席
1
回　

募
7
月
20
日
（
水
）
必

着
で
、「
鳥
取
市
国
民
健
康
保
険
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
」
を
、
８
０
０
字
程

度
に
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
持
参
、
郵

送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で　

※

応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
の
う
え
決
定

問
駅
南
庁
舎
保
険
年
金
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
８
１

 

０
８
５
７-

20-

３
４
０
７

hoken@
city.tottori.lg.jp

も
の
づ
く
り
道
場
指
導
者
養
成
講
座

容
子
ど
も
た
ち
へ
も
の
づ
く
り
や
科
学

技
術
を
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
指
導
者

の
養
成
講
座
▽
必
修
講
座
：
も
の
づ
く

り
の
基
礎
・
指
導
法
講
座　

▽
選
択
講
座

Inform
ation

募　集
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（
4
講
座
の
う
ち
2
講
座
を
選
択
）
：
①

紙
で
作
る
お
も
ち
ゃ
、
②
工
具
・
道
具
を

使
っ
て
み
よ
う
ー
初
級
編
ー
、
③
モ
ン
ゴ

ル
の
パ
ン
（
ガ
ン
ビ
ル
）
を
つ
く
ろ
う
！
、

④
オ
リ
ジ
ナ
ル
ナ
イ
フ
を
つ
く
ろ
う　

　

7
月
23
日
（
土
）

内
容

9:

00
〜
12:

00 

▽
必
修
講
座

13:

00
〜
15:

00 

▽
選
択
講
座
①
、
②

　

7
月
24
日
（
日
）

内
容

10:
00
〜
12:

00 

▽
選
択
講
座
③

13:

00
〜
15:
00 

▽
選
択
講
座
④

所
▽
7
月
23
日
：
鳥
取
市
こ
ど
も
科

学
館　

▽
7
月
24
日
：
鳥
取
大
学　

員
各
講
座
10
人
程
度　

問
も
の
づ
く
り
道
場
事
務
局
（
鳥
取

大
学
産
学
・
地
域
連
携
推
進
機
構
）

 

０
８
５
７-

31-

６
７
７
７

 

０
８
５
７-

31-

６
７
０
８

m
onodukuri@

cjrd.tottori-u.ac.jp
 http://w

w
w

.cjrd.tottori-u.
ac.jp/m

onodukuri/

成
人
式
実
行
委
員
会
委
員

時
成
人
式
開
催
日
：
平
成
24
年
1
月

3
日
（
火
）　

所
成
人
式
会
場
：
と
り

ぎ
ん
文
化
会
館
梨
花
ホ
ー
ル（
尚
徳
町
）

容
鳥
取
市
成
人
式
の
企
画
・
運
営　

▽

会
議
の
開
催
：
8
月
〜
平
成
24
年
1
月

ま
で
の
間
に
10
回
程
度　

条
市
内
在
住

の
平
成
3
年
4
月
2
日
〜
平
成
4
年
4

月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
平
日

19:

00
以
降
の
会
議
に
出
席
可
能
な
人

募
7
月
29
日
（
金
）
ま
で
に
、
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
、
電
話
番
号
を
明
記

の
う
え
、
持
参
、
郵
送
、
電
子
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
鳥
取
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

青
少
年
係
（
吉
方
温
泉
三
丁
目
７
０
１

文
化
セ
ン
タ
ー
1
階
）

 

０
８
５
７-

20-

３
３
６
３

 

０
８
５
７-

20-

３
３
６
４

kyo-gakusyu@
city.tottori.lg.jp

校
区
審
議
会
委
員

容
小
・
中
学
校
区
の
あ
り
方
、
見
直
し

に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
の
調
査
お
よ

び
審
議
を
行
う　

▽
任
期
：
委
嘱
の
日

か
ら
2
年
間　

▽
会
議
の
開
催
：
年
5

回
程
度　

条
市
内
に
在
住
の
20
歳
以
上

（
平
成
23
年
4
月
1
日
現
在
）
で
、
平

日
開
催
の
会
議
に
出
席
可
能
な
人　

員

若
干
名　

額
報
酬
：
７
０
０
０
円
／
出

席
1
回　

募
8
月
1
日
（
月
）
必
着
で
、

「
本
市
の
小
・
中
学
校
お
よ
び
校
区
に

つ
い
て
」
と
題
し
、
４
０
０
字
か
ら
８

０
０
字
程
度
に
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
職
業
、
電
話
番
号
を
明
記

の
う
え
、
持
参
、
郵
送
、
電
子
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で　

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
の
う
え
決
定

問
第
二
庁
舎
学
校
教
育
課
（
〒
６
８

０-

８
５
７
１
上
魚
町
３
９
）

 

０
８
５
７-

20-

３
０
８
９

 

０
８
５
７-

29-

０
８
２
４

kyo-gakkou@
city.tottori.lg.jp

鳥取市雇用促進協議会
【7月開催研修のご案内】

日 時

7 ／ 25（月）・26（火）・27（水）
　　28（木）・29（金）
8 ／ 1（月）・2（火）
9:30 〜 16:30

研修内容 パソコン技能＆コミュニケーション研修

会 場
・㈱ナレッジサポート 研修室
・県民ふれあい会館 中研修室

定 員 20 人

受 講 料　無料（ただし、テキスト代 2520 円は自
己負担）

申し込み　研修の初回開催日の 1 週間前までに、電
話・ファクシミリ・電子メールのいずれ
かで問い合わせ先へ

問い合わせ先　
鳥取市雇用促進協議会（第二庁舎雇用創造推進室内）

 0857-20-3134  0857-20-3046
  tottori-koyou@city.tottori.tottori.jp
 http://www.city.tottori.lg.jp/

保険料免除の申請は
7月から受け付けます！

■免除制度
　免除の期間は、7 月から翌年の 6 月までの 1 年間
です。同一年度内であれば年度当初の 7 月にさかの
ぼって申請を受け付けます（年金保険料を納付済み
の場合は除く）。希望する人は早めに申請してくだ
さい。
　すでに全額免除・若年者納付猶予を受け、継続審
査を希望している人は、年度替わりの再申請は不要
です。
※4分の 3・半額・4分の 1 免除および退職特例に
よる免除該当者は再申請が必要です。

■若年者納付猶予
　同居している世帯主の収入が多いため免除を受け
られない若年加入者（30 歳未満）のために、若年
者納付猶予制度があります。この制度は免除ではな
いため、10 年以内に追納しないと猶予期間に相当
する年金額はまったく受給できません。
※老齢基礎年金、障害基礎年金などの受給資格期間
には算入されます。

■追納制度
　保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承
認を受けてから 10 年以内であれば、保険料をさか
のぼって納めることができる「追納制度」がありま
す。将来、十分な年金を受け取るためにも追納をお
勧めします。追納の申し込みは鳥取年金事務所まで。
※3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の
保険料に加算金が加わります。

問い合わせ先　鳥取年金事務所  0857-27-8311
　　　　　　　駅南庁舎保険年金課  0857-20-3484
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